
 

議案第４５号 

さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例 

さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（退職手当の支払の差止め）  （退職手当の支払の差止め） 
第２７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一

般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。 

第２７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一

般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行

うものとする。 
 ⑴ 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係

る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められてい

るものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第

１３１号）第６編に規定する略式手続によるも 
のを除く。以下同じ。）をされた場合において、

その判決の確定前に退職をしたとき。 

 ⑴ 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係

る犯罪について禁錮以上の刑が定められている

ものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１

３１号）第６編に規定する略式手続によるもの

を除く。以下同じ。）をされた場合において、

その判決の確定前に退職をしたとき。 
 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を

行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれか

に該当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、

第３号に該当する場合において、当該支払差止処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその

他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明

らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を

行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれか

に該当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、

第３号に該当する場合において、当該支払差止処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその

他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明

らかに反すると認めるときは、この限りでない。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 



 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者について、当該

支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係

る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁

刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が

確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない

処分があった場合であって、次条第１項の規定

による処分を受けることなく、当該判決が確定

した日又は当該公訴を提起しない処分があった

日から６月を経過した場合 

 ⑵ 当該支払差止処分を受けた者について、当該

支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係

る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確

定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処

分があった場合であって、次条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、当該判決が確定し

た日又は当該公訴を提起しない処分があった日

から６月を経過した場合 
 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 
６～１０ ［略］ ６～１０ ［略］ 
  
 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退

職手当の支給制限） 
 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職

手当の支給制限） 
第２８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われていない場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合におい

て、当該退職をした者が死亡したときは、当該一

般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継し

た者）に対し、第２６条第１項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退

職手当等の全部又は一部を支給しないこととする

処分を行うことができる。 

第２８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われていない場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職を

した者（第１号又は第２号に該当する場合におい

て、当該退職をした者が死亡したときは、当該一

般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継し

た者）に対し、第２６条第１項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退

職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退

職手当等の全部又は一部を支給しないこととする

処分を行うことができる。 
 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に

起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

 ⑴ 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に

起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退

職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 
 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 
２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
  
 （退職をした者の退職手当の返納）  （退職をした者の退職手当の返納） 
第２９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等の額が支払われた後において、次の

各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係 
る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第２６条第１項に規定する事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の支給を受けていなければ第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員退 
職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。

以下「市職員退職手当条例」という。）第１６条

第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者（次条第１項及び 
第３１条において「失業手当受給可能者」という。

）であった場合には、これらの規定により算出さ

第２９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等の額が支払われた後において、次の

各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係 
る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第２６条第１項に規定する事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の支給を受けていなければ第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員退 
職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。

以下「市職員退職手当条例」という。）第１６条

第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者（次条第１項及び 
第３１条において「失業手当受給可能者」という。

）であった場合には、これらの規定により算出さ



 

れる金額（次条第１項及び第３１条において「失

業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又

は一部の返納を命じる処分を行うことができる。 

れる金額（次条第１項及び第３１条において「失

業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又

は一部の返納を命じる処分を行うことができる。 
 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ

たとき。 

 ⑴ 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

とき。 
 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 
２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
  
 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額

の納付） 
 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額

の納付） 
第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

拘禁刑以上の刑に処せられた後において第２９条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡し

たときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当

該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上

の刑に処せられたことを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合には、失業者退職手当額を

除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命

じる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられた後において第２９条第

１項の規定による処分を受けることなく死亡した

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられたことを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可 
能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。

）の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処

分を行うことができる。 
５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 
  
   附 則    附 則 
１～７ ［略］ １～７ ［略］ 
 （在職期間の通算の特例）  （在職期間の通算の特例） 
８ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとな

った者（附則第４項の規定の適用を受ける教職員

を除く。）で、昭和６０年３月３１日に日本たば

こ産業株式会社法（昭和５９年法律第６９号）附

則第１２条第１項の規定による解散前の日本専売

公社の職員として在職していた者が、引き続いて

日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引

き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職

した後教職員となった場合又は同日に日本電信電

話株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８

５号）附則第４条第１項の規定による解散前の日

本電信電話公社の職員として在職していた者が、

引き続いて日本電信電話株式会社（同法第１条の 
２第１項に規定する日本電信電話株式会社をいう。

以下この項において同じ。）の職員となり、かつ、

引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職

した後教職員となった場合におけるその者の退職

８ 施行日以後にこの条例の適用を受けることとな

った者（附則第４項の規定の適用を受ける教職員

を除く。）で、昭和６０年３月３１日に日本たば

こ産業株式会社法（昭和５９年法律第６９号）附

則第１２条第１項の規定による解散前の日本専売

公社の職員として在職していた者が、引き続いて

日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引

き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職

した後教職員となった場合又は同日に日本電信電

話株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８

５号）附則第４条第１項の規定による解散前の日 
本電信電話公社の職員として在職していたものが、

引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、

かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員とし

て在職した後教職員となった場合におけるその者

の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に

ついては、その者の同日までのたばこ事業法等の



 

手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について

は、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年

法律第７１号）第４条及び日本電信電話株式会社

法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（昭和５９年法律第８７号）第

５条の規定による改正前の国家公務員等退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第２項に

規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭

和６０年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社

又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期 
 間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日

本電信電話株式会社を退職したことにより退職手

当（これに相当する給付を含む。）の支給を受け

ているときは、この限りでない。 

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和

５９年法律第７１号）第４条及び日本電信電話株

式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第８７

号）第５条の規定による改正前の国家公務員等退

職手当法第２条第２項に規定する職員としての引

き続いた在職期間及び昭和６０年４月１日以後の

日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会

社の職員としての在職期間を教職員としての引き

続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本

たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を

退職したことにより退職手当（これに相当する給

付を含む。）の支給を受けているときは、この限

りでない。 

９・１０ ［略］ ９・１０ ［略］ 
１１ 施行日以後にこの条例の適用を受けることと

なった者（附則第４項の規定の適用を受ける教職

員を除く。）で、平成１６年３月３１日に国立大

学法人法（平成１５年法律第１１２号）附則別表

の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。）

の職員として在職したものが、同法附則第４条の

規定により引き続いて国立大学法人等（同法第２

条第１項に規定する国立大学法人及び同条第３項

に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同

じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法

人等の職員として在職した後引き続いて教職員と

なった場合におけるその者の退職手当の算定の基

礎となる勤続期間の計算については、その者の国

立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

ただし、その者が国立大学法人等を退職したこと

により退職手当（これに相当する給付を含む。）

の支給を受けているときは、この限りでない。 

１１ 施行日以後にこの条例の適用を受けることと

なった者（附則第４項の規定の適用を受ける教職

員除く。）で、平成１６年３月３１日に国立大学

法人法（平成１５年法律第１１２号）附則別表第

１の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。

）の職員として在職したものが、同法附則第４条

の規定により引き続いて国立大学法人等（同法第

２条第１項に規定する国立大学法人及び同条第３

項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下

同じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学

法人等の職員として在職した後引き続いて教職員

となった場合におけるその者の退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算については、その者の

国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期 
間を教職員としての引き続いた在職期間とみなす。

ただし、その者が国立大学法人等を退職したこと

により退職手当（これに相当する給付を含む。）

の支給を受けているときは、この限りでない。 
１２ 施行日以後にこの条例の適用を受けることと

なった者（附則第４項の規定の適用を受ける教職

員を除く。）で、旧機関の職員が、第１８条第５

項に規定する事由によって引き続いて教職員とな

り、かつ、引き続いて教職員として在職した後引

き続いて国立大学法人等の職員となった場合その

他これに類する場合として委員会が定める場合に

おいて、その者の教職員としての勤続期間が、当

該国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国立

大学法人法第３５条の２において準用する独立行

政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５

０条の１０第２項に規定する基準をいう。）によ

り、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間

に通算されることに定められているときは、委員

会が定める場合を除き、この条例の規定による退

１２ 施行日以後にこの条例の適用を受けることと

なった者（附則第４項の規定の適用を受ける教職

員を除く。）で、旧機関の職員が、第１８条第５

項に規定する事由によって引き続いて教職員とな

り、かつ、引き続いて教職員として在職した後引

き続いて国立大学法人等の職員となった場合その

他これに類する場合として委員会が定める場合に

おいて、その者の教職員としての勤続期間が、当

該国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国立

大学法人法第３５条において準用する独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５０条

の１０第２項に規定する基準をいう。）により、

当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通

算されることに定められているときは、委員会が

定める場合を除き、この条例の規定による退職手



 

職手当は、支給しない。 当は、支給しない。 
１３～３１ ［略］ １３～３１ ［略］ 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。ただし、附則第８項、第１１項及

び第１２項の改正は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、この条例による改正後のさいたま市教職員退職手当条例第

２７条第１項及び第５項、第２８条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第

３１条第３項及び第４項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につ

き起訴をされた者とみなす。 


